
1 

 

予算決算委員会総務文教分科会会議記録 

（令和３年度当初予算審査） 

１．開催日 令和３年２月２６日（金）   

２．場 所 議員協議会室 

３．出席議員 渡辺拓道座長、大上和則副座長、原田豊彦委員、 

安井博幸委員、隅田雅春委員、足立義則委員、 

森本富夫議長 

４．会議に付した事件 

 議案第１４号 令和３年度丹波篠山市一般会計予算 

５．議事の経過 

 

渡辺座長 開議宣告、開議 

 

■行政経営部 

日程第１ 議案第１４号 令和３年度丹波篠山市一般会計予算 

 

税務課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    市税収入について、令和２年度に比べて令和３年度は１億４，１６

２万８，０００円の減で、２．９％の減となっております。もっと減

になるのではと思っておったんですが、私の感じでは比較的健闘され

ておるという気もします。近隣他市と比べて、丹波篠山市の市税の減

少というのは、どのような状況なのか、簡単に説明願えたらうれしい

と思います。 

行政経営部   阪神間の他市町から予算の概要が送られてきましたので、見比べた

んですけれども、丹波市さんは、本市より大分少ない見込みをされて

いまして、前年比１割減で当初予算を見込まれています。三田市さん

につきましては本市と同じように、約３％減で見込まれており、阪神

間の他市町を平均しましたら３％減で見込んでいるところが多いとい

う状況です。他市町に比べても丹波篠山市が突出して少ない、多いと
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いうわけでもありません。 

隅田委員    固定資産税が０.５％の増収となっておるんですが、個人の家の新築

が多かったためなのか、どういう特色があるのか、説明をお願いしま

す。 

行政経営部   家屋の新増築による増収というよりも、令和２年度の徴収猶予分が

令和３年度に入ってきますので、現年分と滞納繰越分を合わせたら、

若干、前年度と比べて増加になっているということです。今年徴収猶

予分が滞納繰越分として、令和３年度収入になりますので、それが入

ってくると見込んでおりますので、増になっているということでござ

います。 

足立委員    固定資産税の償却資産の課税額なんですけれども、コロナ軽減分は、

見込みというよりも確定の数字というか、今申請が上がってきている

数字という認識でいいですか。 

行政経営部   当初予算の試算は、１１月ごろにしたものでございますので、今実

際に申請が上がってきている件数よりは若干少ないです。また状況を

見ながら補正予算で対応していきたいと思います。 

渡辺座長    現時点ではどのような状況になっていますか。 

行政経営部   予算算定のときには徴収猶予の件数をもとに、算定をしていたんで

すけれども、そのときは１２件程度であったと記憶しております。１

月末に申請の締切りがあったコロナ減免ですが、最終的に２００件余

りとかなり件数がふえておりますので、こちらの件数をもとに今後減

免額を算定していくことになります。当初予算の見込みよりは増えて

くると考えております。ただコロナ減免に関しましては、国費で全額

補填されるという制度になっておりますので、別途交付金で減額分が

補填されると考えております。 

渡辺座長    固定資産税のコロナ対策軽減の件なんですけれども、これについて

はたしか第１回目の緊急事態宣言の影響に対しての軽減だと思うんで

すけれども、持続化給付金はひと月のマイナスで計算するのですが、

固定資産税の軽減については３か月分を計算しなければならないの

で、結構ハードルが高いと思っていたんですが、先ほど申請件数の説

明を聞いて驚いているんですが、申請があった業種の傾向など、幾ら

かあるのか説明をお願いします。こちらも情報がないんで、もし情報

があったらお願いしたいんですが、現時点でもまだ緊急事態宣言中な

んですけれども、２回目の緊急事態宣言の影響に対する対策について、

国の考え方が幾らかあるのか、情報が市には来ているんでしょうか。 



3 

 

行政経営部   業種の傾向なんですけれども、製造業が確かに多いんですけれども、

不動産業やゴルフ場などのいろんな業種の方から申請が出てきており

まして、なかなかどこ業者に影響があったかというのが見えにくいと

いう印象を持っておるところです。また今回の緊急事態宣言に対する

国等から手当てであるとかといった施策に関しましては、私が知ると

ころとでは、まだそういったものが示されているということはなかっ

たと思います。 

渡辺座長    特定の業種というより、やはり全般的に影響が出ていると捉えさせ

てもらったらいいということでよろしいでしょうか。 

行政経営部   はい。 

安井委員    軽自動車税について、新車よりも廃車がふえたという説明でしたが、

実際、数字的にどのぐらいの減少幅なのか、説明をお願い出来ますか。 

行政経営部   １月末時点ですけれども、４輪につきましては、登録が令和元年度

と比べて１０％の減となっております。また廃車につきましては、令

和元年と比べて９．６％の減となっております。登録数については、

今年度減っておりますので、その辺りを鑑みて、予算を計上させてい

ただいております。 

大上副座長   入湯税のかかる施設について説明をお願いします。 

行政経営部   入湯税のかかる施設につきましては、後川にある湯の壺、浪速館と

草山温泉のやまもりの湯、大谷にしき荘、今田のぬくもりの郷となっ

ております。 

大上副座長   宿泊されたときは１５０円かかって、日帰り入浴の場合は１００円

ということですか。 

行政経営部   おっしゃるとおりで、宿泊の場合は１５０円、日帰りの場合は１０

０円となっております。 

安井委員    温泉の件なんですけれども、今田薬師温泉の年間利用者数というの

は、全体の何人ぐらいに当たるんでしょうか。 

行政経営部   年間で１３万６，２６０人と見込んでおりますが、このうち今田の

薬師温泉につきましては、１０万８，０００人と見込んでおりまして、

ほぼ今田の薬師温泉が占めておるということになります。 

隅田委員    賦課徴収費について、コンビニ収納代行手数料として１３８万７，

０００円が計上されていますが、これは何件分を見込まれているのか

説明をお願いします。また、今スマホ納税の記事を見たりするんです

が、税務課として、コンビニ収納の次の施策として、スマホ納税をど

のように考えておられるのかお聞きしたいと思います。 
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行政経営部   スマホ納税については令和２年度の４月から導入をさせていただい

ております。対応可能なアプリが、ＬＩＮＥＰａｙ、ＰａｙＰａｙ、

楽天銀行アプリ、ＰａｙＢという、この４種類を令和２年度から始め

ました。１月末時点の利用件数なんですけれども、１，２４２件で、

約３，２００万円をスマホ決済で納税いただいておるという状況です。

また参考ですが、令和３年度からあと２つのアプリを追加していく予

定で進めております。 

コンビ納付の件数ですが、令和元年度の実績になってくるんですけ

れども、税目ごとに報告させていただきますと、市県民税が３，５３

１件、固定資産税が６，８８６件、軽自動車税が７，３０９件になっ

ておりまして、市税ベースで言いますと、コンビニの利用率は２０％

程度と見ております。なお特別徴収は除いての件数で試算をしており

ます。 

 

 

管財契約課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

足立委員    財産貸付収入について、市有地貸付料の件なんですけれども、それ

ほど大きな土地ではない変電所や公民館用地などをこれから先もずっ

と貸すという話もあるんですけれど、いっそう売却するという方策は

とれないもんなんですか。 

行政経営部   まず変電所等について、売却も考えられるかという協議はさせても

らったんですけれども、基本的に貸付けで対応したいということでし

た。そのほかについては、通信施設用地などはその一部を使っている

ので売却は考えにくいと思っております。また地震観測計施設用地に

ついてもその一部を使っているので、貸付の対応でさせてもらいたい

と思います。事業所等用地は、泉の工業団地などにある土地なんです

けれども、それについては相手方とは貸借でと確認しているんですけ

ども、購入までの話はしていません。土地の境界の確定ができれば、

売却も検討していければと思います。自治会の公民館などの用地で一

部市有地があるんですけれども、そちらについては、購入も含めて、

地元の意向を確認したいと思います 
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足立委員    変電所等でも相手先があるということは理解するんですけれども、

丹波篠山市としてこれから将来、有効活用や使用目的がないならば、

売却していったらいいし、何か市で使われる予定があるのでしたら、

一時的に貸したらそれでいいんですけれども、市で使うからすぐに退

去してほしいと言っても出来ませんので、その変電所等の用地はもう

誰が見ても関電の土地と思われているので、そういうところはなるべ

く売却していったらいいだろうと思いますので、どんどん売却の方向

で話を進めてもらっていいんではないかなと思います。また、ほかに

市有地で使用目的のないもので、今のところ売却できるようなものは、

今はないと思っていたらいいですか。それはどうなんですか。 

行政経営部   今すぐに売却できるのは持っていないんです。ただ市営住宅の跡地

などは、地域計画課で境界確認等を整理した上で、池上の土地ですけ

れども、それについては整理が出来たということで、こちらのほうに

連絡ありましたので、売却方法をこれから検討していこうというとこ

ろでございます。ほかについては、手元には来ていないんですけれど、

市営住宅でいうと糯ヶ坪や南新町に売却できる土地があります。今年

度は住吉台の売却が済み、今、本郷の市有地の売却募集をしておりま

す。そちらについては、今日開札という日程になっておりまして、そ

れも売却できると考えております。 

足立委員    とにかく今おっしゃったように南新町や池上にしろ、宅地として今

まで住んでいたところ、人がおられたところは、もう必ず売却して、

そこにもう一度住んでいただくようにしないと、自治会運営もままな

らないぐらい目に見えて人も減っているわけやから、そういうところ

を速やかに売却などして、人が何とか住めるような、人をふやしてい

ただく施策をしてほしいと思います。 

財産管理費について、西新町の小林長屋門の向かいの家が撤去にな

るんですけれども、堀の水が浸水してきて、土台が大分浸食して危険

だと認識しています。潰して更地にしたあと、どういうふうにしよう

とされているのか、計画はあるんですか。 

行政経営部   予算が通れば、令和３年度に解体させていただいて、そのあとにつ

いては文化財課で管理をしていただきますが、今すぐ何かに使うとい

うことは今のところはありません。 

足立委員    現地は南北に道路が通っており、その西側はたくさん家が建ってい

ますが、東側については、いわゆる堀の中というイメージがあるんで

す。今回住宅を撤去していただいたら、あと１軒ぐらいが残ると思っ



6 

 

ているのですが、将来的に文化財課がいろいろ管理されるんでしたら、

もうあそこの堀の中側は、侵食や竹やぶの関係もあって家を建てるの

は危険な状態になっていると見て分かるので、そこを将来的に全部な

くして、いわゆる城跡地内公園管理みたいな形になったらいいと思っ

ているんですけれども、そういった計画が将来的あるのかないのか、

どうなんですか。 

行政経営部   文化財課に確認しましたところ予定としてなんですが、２０２９年

以降に史跡の追加指定に取り組むと聞いています。それまでは家を新

たに建てることはなく、更地として市が取得していくと聞いておりま

す。 

足立委員    今城跡を訪れる方も多いし、西側からお城を見る景観が悪いと地元

の方からも聞いておりますので、出来ましたら今おっしゃったような

ことを地域の方にも理解を得て、なるべく早くそこをきれいに整備し

たらいいとずっと思っているので、文化財課と連携をとりながらよろ

しくお願いします。 

安井委員    財産管理費について、糯ヶ坪北の県住と交換した空き地なんですけ

れども、管財契約課で年２回ほど草刈りをされていると思います。私

も４年ほど前に一般質問をした記憶があるんですけれども、まだ境界

の確定や登記などがうまく出来ていないのかもわかりませんが、もう

そろそろ売却してほしいと思うんですが、進捗状況はいかがなんでし

ょうか。 

行政経営部   地域計画課に確認しているところでは、隣接の境界の地図が合って

おらず、それを修正するため法務局との協議は進めているけれども、

まだ完了はしていないと聞いております。それができれば、必要な部

分は分筆して残し、そのほかについては売却という形をとれるんです

けれども、今土地の確定がきっちり出来ないので、売却までは進めら

れていないということです。 

安井委員    地域計画課が担当ということですけれども、市が所有していて、草

刈りだけして、何の利用もされていない大きな土地があるということ

自体が非常にもったいない状況だと思います。担当課との連携を強化

していただいて、早く市民生活に役立つような格好に、利用出来ない

んであれば売却を進めていただくように重ねてお願いしておきます。 

隅田委員    事業監理事務費について、今年度の公契約の対象工事が３件だった

ということですが、どのような工事だったのか、概略を説明していた

だいたらと思います。 
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行政経営部   ３件の工事の内容でございますが、一つは、西紀老人福祉センター

デイサービスセンターの大規模改修工事です。２件目は防災行政無線

更新工事でございます。３件目が今田加圧所の非常用自家発電装置の

整備工事です。 

隅田委員    雑入について、大山緑の会館と大手前展示館の余剰電力ですが、こ

の二つの建物の太陽光発電は、それぞれ何キロワットぐらいなのか。

また売電はワット幾らぐらいの単価で見積もってあるのか、説明をお

願いしたいと思います 

行政経営部   手元に資料を持っていないので、後で報告させていただきます。 

（後刻、資料：「太陽光発電設備」について、提出済み） 

隅田委員    庁舎管理費について、本庁舎東側階段に手摺を設置されるとのこと

ですが、何メートルぐらいの長さになるのか説明願いたいと思います。 

行政経営部   令和３年度に予定しております本庁舎の東側階段の手摺につきまし

ては、４３メートルとなっております。 

原田委員    公用車管理費について、公用車のタイヤ交換が上がっています。冬

用へのタイヤ交換を公用車駐車場で職員さんがされていたのを見かけ

ました。それは経費の節減ということでされていると思うんですが、

公用車の安全性や業務効率を考えると、業者に任されたほうが、安全

性も効率性も高まるのではないかと感じたんですけれども、その辺り

の考え方をお聞かせいただけたらと思います。 

行政経営部   業者さんにお任せするほうがより完璧だと、それはこちらも認識は

しております。交換する上で、トルクレンチなども使って、安全は徹

底させてもらっております。ただ交換手数料で計上している分につい

てはトラックでダブルタイヤを履いているようなものまで、素人がす

るのもどうかということで、それは業者さんにお願いして、それ以外

の公用車についてはできるだけ職員で、そういう器具を使って行って

いるという状況でございます。 

大上副座長   公用車のタイヤ交換は私も業者さんがされていると思っていたんで

すけれども、今オールシーズン用のタイヤも販売されていますので、

冬用と夏用の交換とオールシーズン用のタイヤの導入の費用対効果を

見て、どちらがいいのか今後検討されてもいいのではないかと思うん

ですけれども、いかがでしょうか。 

行政経営部   オールシーズンタイヤも一つの選択肢だと思うんですけれども、ど

うしても冬場の凍結ということを考えると、オールシーズンタイヤで

はなく、スタッドレスタイヤのほうが、現場では効くというのもある
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ので、検討はさせてもらうんですけれど、今のところはスタッドレス

があるので、それをそのまま使って、車によってはオールシーズンタ

イヤの導入も検討させてもらいたいと思います。 

安井委員    市バスのリース料なんですけれど、年間４５０万円以上のリース料

を払うんであれば購入したほうが得じゃないかと思ったりもします。

スクールバスなどは２０年ほど使ったりするわけですから、２０年の

使用を考えたら、リースのほうが割高だと思うんですが、その辺の見

解はいかがですか。 

行政経営部   リースにしたというのは、まず、一時期にまとまったお金を支払う

という事が発生します。市バスはかなり高額になるので、それを避け

たというのが理由でございます。リースについては６０か月のリース

となっています。それを満了すると市に所有権も移ってくるので、リ

ース満了以降は費用が発生せずに使っていけるというものでございま

す。 

安井委員    公用車管理費について、事業概要が公用車の保険事務及び集中管理

車両の維持管理とのことですが、管財契約課で管理されている公用車

の種類と台数を教えていただけますか。 

行政経営部   管財契約課で管理しております車両は、市バスを含めて２５台あり

ます。内訳としましては、軽の乗用車が４台、軽の貨物自動車が６台、

小型の乗用車が５台、小型貨物自動車が３台、普通乗用車が２台、普

通貨物自動車が１台、普通特殊自動車が２台、市バスが２台です。 

安井委員    管財契約課ではなく、担当課で公用車を管理されている部署がある

と思います。もちろんそこが責任を持って管理されておられると思う

んですけれども、他市であったような車検切れがないか心配です。一

番メインで管理されている管財契約課から、各担当課で管理されてい

る車両に対して、どのような指導をされているのかお伺いします。 

行政経営部   公用車については、年度当初になるんですけれども、各管理担当か

ら、管理している公用車は何があるかというのを、車検証を添えて出

してもらうようにしております。車検については、こちらからこの業

者さんで見積りとってくださいということを指示しておる状況です。

その結果、どこの業者になったという連絡ももらうようにしています

ので、対応は十分出来ていると考えております。 

隅田委員    コミュニティセンター管理費について、みたけ会館と城南会館で外

壁吹付アスベスト調査をされるとのことですが、調査はこれで最後な

のか、まだ継続してしなければならない対象の建物があるのか、市の



9 

 

持っておるほかの支所等の公共施設において、アスベスト調査は全て

終わっておるのか。またアスベストが基準値以上入っておれば、次年

度以降、外壁の工事が行われるのか、説明をお願いしたいと思います。 

行政経営部   当初予算説明資料にはアスベスト調査と書いていますが、厳密に言

いますと、外壁塗料のアスベスト調査ということでございます。建物

についてのアスベスト調査は、もう終わっていると認識しております。

これについては、事前に調査をするのではなく、外壁の改修が必要に

なったときに調査をして、問題がなければそのまま改修にかかってい

くということです。事前にするものではなくて、改修をしようという

直前に行う性格のものでございます。 

安井委員    古市コミュニティ消防センターのエレベーター保守点検委託料が、

ほかのコミセンと比べて突出して高いんですが、その理由を教えてく

ださい。 

行政経営部   エレベーター会社によって若干差は出てくるんですけれども、古市

については、ほかのコミュニティセンターに比べて若干大きな仕様に

なっております。なぜかというと、もともとエレベーターを設置する

という計画で建物を建てられていて、そのスペースに合うものが９人

乗りと大きいので、その分高くなっているということでございます。 

渡辺座長    公民館改修助成事業について、改修補助の予定が南新町自治会外１

０自治会となっていますけれども、南新町以外がどこなのか、説明を

お願いします。 

行政経営部   南新町、京口、本明谷、弁天、佐曽良新田、花みずき台、川北、上

立町、長安寺、井ノ上、後川新田原でございます。 

渡辺座長    今回改築の分だけということで、少ない予算計上になっているかと

思うんですけれども、新築といったらなかなかなんですけれども、そ

れでも大改築しようということを検討されているところは、もうない

ということなのか。相談があってもこの制度ではなかなか自己資金な

どの関係もあって、なかなか着手出来ない状況になっているのか。令

和３年度の予算を組むに当たって、ほかにどんな相談があったのか、

お伝え願えたらと思います。 

行政経営部   大規模な改修ということで、実は１件御相談があって、大山上でし

たが、助成制度を使って検討すると言われて帰られたんですけれども、

それが最近でしたので、いつされるのか、そこまでは確認していない

んですけれども、制度を使ってということは言われていました。こち

らからは、補助制度の説明をさせていただいて、今は預けているとい
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う状況でございます。 

 

 

財政課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    一般会計歳出の衛生費について、今回コミプラなどの衛生費を土木

費に組み替えたとのことですが、組み換えの考え方について概略の説

明をお願いします。 

行政経営部   これまでは特別会計ということでそれぞれ会計を持っておりました

ので、関係する科目から予算を計上させていただいておりました。法

的になりまして、それぞれの公共下水道や特定環境保全公共下水道な

どのセグメントを持たれることになっていますので他市の状況なども

確認されて、一つの科目から出されているところが多かったというこ

とで聞いておりますので、今回予算を土木費から出すという形になっ

たと聞いております。 

足立委員    普通交付税について、基準財政需要額から基準財政収入額をマイナ

スということも理解させてもらいましたが、合併したときの人口が４

万５，０００人で、１万５，０００人増の６万人構想を掲げていまし

た。それは合併による交付税が一本算定で１５億円ぐらい削減される

ので、その分を人口１万５，０００人でカバーする。すなわち、人口

１人当たり１０万円ぐらい、何か基礎的な交付税については、交付額

があるという認識で今までおりました。人口がどんどん減ってきて、

今４万人と見たら５，０００人減っており、単純に５億円ぐらいの交

付税が減っているということになります。ここ数年の交付税も、臨時

財政対策債も含めてですけれども、しっかり確保されていると私は見

ているんですけれども、人口がかなり減ってくるということが、交付

税の算定の基準に影響をしているのかしていないのか、教えていただ

けたらと思います。 

渡辺座長    人口と交付税の兼ね合いの説明をお願いします。 

足立委員    例えば、人口がどんどん減ってきても、交付税額は変わらず、需要

額などの算定の係数がそんなに変わらないのであれば、人口増加策や

定住策に力を入れなくても財政的に大丈夫ではないかと思うんです
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が、いかがでしょうか。 

行政経営部   単位の中で人口をもとに計算するものがありますので、人口が減り

ますとあわせて減るものがあります。例えば消防費などがあります。

人がいてもいなくても変わらないものは、面積や道路がありますが、

人口が減ると基準財政需要額として膨らむ要素が減りますから、減っ

てきます。ただ、それに対して交付税の交付額が減っていないという

のは、そこに算入される考え方も毎年いろいろ変わってきます。算入

される事業費として、今回ですとデジタルやまちひと創生などという

事業費が膨らんできますので、それに対する基準財政収入額になりま

すから、総務省も地方の振興のことを考えて、いろんな積算の中で需

用費を確保していただいています。ただ、人口が減ると間違いなくマ

イナスに作用します。 

足立委員    例えば老朽化してきて施設を統廃合していかなければならないとい

うこともこれから出てくると思いますが、施設もその需要額の基礎算

定額の基準には入っているということですか。施設の統廃合を進めて

いったら、経費節減になると思う反面、施設があることによって、そ

の需要額が確保され、交付税で補填されているのでしたら、統廃合を

進めなくてもよいということになるのではと思うのですが、いかがで

しょうか。 

渡辺座長    算定基準の積み上げの明細が出せたら、それを見たらわかりやすい

と思いますがいかがでしょう。 

行政経営部   直接施設数を報告するものについては、学校数というのがございま

して、学校については一校当たりという形、また児童数やクラス数が

算定基準になっていますので、学校については１校統廃合されてなく

なると、単純にその分の経費が減ってまいります。それ以外の経費に

ついては包括的な部分ということで、国が示します標準的な団体を想

定しまして、庁舎ですと一つ必要だろう、図書館でしたら１か所ある

だろうといった、そういう形の積算が単価として見られているという

ことになります。 

渡辺座長    令和３年度で変わったものはあるんですか。追加資料で交付税の算

定の仕方について、簡単に説明をお願いします。 

行政経営部   交付税というのは地方の税収の力を補填するようなものです。同じ

ような自治体人口であっても、そこに大きな法人があったりすると法

人税があるけれど、片方はないということから、そういうところには

交付税がたくさん流れてくるということになります。考え方として、
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まず積算するときに、理論上の自治体の形をつくります。１０万人の

都市にこれだけの面積があって、これだけの橋があって、学校があっ

て、その数によって出てきた標準的な単価がこの単位というものです。

２０１９年の消防費で言いますと、１万１，３００円とまず単価が出

るわけです。それに対して測定単位です。その数字は何をもとに計算

するかというと、消防費でいうと人口です。道路ですと延長であった

り、面積であったり、それぞれ実数です。１０万人に対して、丹波篠

山市は４万人という人口で４０％しか交付されないというとそうでは

なくて、人口が少ないところは、それなりに非効率であったりするこ

とで、４割で賄えることは出来ないということで、補正の係数を掛け

ますので、単純に１０万人に対する４万人にはならないです。そうし

て積み上げたものが基準財政需要額に入ってきます。そういったもの

に包括的に人数だけで見るもの、また面積で見るものを合わせました

ものが、令和３年度の基準財政需要額１２２億５，４００万となりま

す。基準財政収入額ですが、これは基本的には市に入ってきます税等

です。税収のおおむね７５％を見込まれています。残り２５％は留保

財源ということで、それを差引きしたものが交付基準となります。交

付税と臨時財政対策債で交付されるという構図になっております。 

安井委員    地方債残高ですが、令和３年度末現在高見込額が約４８８億円とい

うことで、平成２０年度から比べたら半分ぐらいになっており、非常

に頑張っていただいています。ただ財政調整基金が、今回８億４，０

００万円使ったということで、使う前が１５億円ぐらいだと思うんで

すが、丹波篠山市の場合、財政調整基金が他の自治体と比べてすごく

少ないという感じを受けていまして、今後また補正予算を組むときに

財政調整基金から財源を使っていくわけですから、もう少し、例えば

借金の返済を少なめにして財政調整基金を多めにするということは、

できないのでしょうか。 

行政経営部   借金の償還につきましては、繰上償還をすることによって将来負担

を減らすという手段はありますが、繰延べするというのは通常ありま

せん。今思い当たるのは下水道事業で平準化債を発行しています。減

価償却のスパンと実際お金を返していく償還のスパンがずれているた

めに、償還する財源が確保出来ない。償還額のほうが大きいものを通

常の減価償却の期間まで延ばすために借換えて、平準化によってかか

る費用をならしていくという手法がありますが、一般会計においては、

通常の標準的な期間で、我々もできるだけいっぱいのところで借りさ
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せてもらって、そこで平準化を図らせていただいていますので、その

分を短縮するということは、今考えられていない。手段としてもない

ということです。 

安井委員    財政調整基金の残高をもう少し余裕のあるものにするためには、ど

ういうふうに財政を組むという点でしていけなければならないのか、

説明をお願いします。 

行政経営部   我々も一番苦慮しているところが、そこでして、基本的には財政調

整基金は、特殊な税収があったりするときもありますが、物が売れた、

税収がふえたなどはボーナス的なものとして置いておいて、通常、確

保できる方法は経常経費しかないと思います。経常収支をどう見直し

ていくか、事業の統合など、同類のものをまとめて、規模を小さくす

る、グレードを下げていくといったこと。地道に税源となる活動をふ

やしていく、人口を確保する事業をふやしていくということになって

きます。通常行っている事業の見直し等は、予算編成においても、あ

るいは事業執行中においても行うように、職員には通知をしています。 

安井委員    今回も、当初予算を組むのに非常に苦労されたということですが、

なかなか収入と支出のバランスが非常に厳しい状態だと理解している

わけなんですけれども、私たちもあれしてほしい、これしてほしいと

言うばかりではなく、どうやって合理化していくかという提案もして

いかなければならないと認識しています。非常にただ、財政調整基金

として、人口４万人ぐらいの規模であれば、以前、たしか２０億円ぐ

らいは欲しいという話を聞いたことがありまして、そういう方向に向

けて、財政課としても頑張ってほしいという気持ちはあるんで、その

辺りの見解をお尋ねしたいと思います。 

行政経営部   財政調整基金の目標額ですが、具体的に示したものはありません。

２０億円あれば少し安定するのではないかという目途をお話しさせて

いただいたと記憶しております。現在、新聞報道などで、各市町の財

政調整基金に触れる記事もありますが、全国的な調査の結果、財政調

整基金を、ルールをもって積立てられている自治体はほとんどなく、

多くのところは決算の状況により積み立てるというところです。仮に

ルールを持って積立てているところを見ると、目安としたら標準財政

規模の１割から２割の間、そういう数字からいうと安井委員が言われ

たような数字に近づいてくるのではと思います。ですから見解と言わ

れると、そこを目指して努力していかなければならないと思っており

ます。 
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渡辺座長    主な財政指標について、財政力指数が今まで切ったことのないよう

な、０．４を切る数字で予算が上がってきているんですけれども、こ

れについては、コロナの関係で市税減など、いろいろなことが含まれ

ていると思うんですけれども、コロナの影響での経済の低迷と受け止

めていいのか、ほかの要因も幾らか財政課として懸念することがある

のか、どのように捉えられていますか。 

行政経営部   財政力指数は、基準財政需要額分の収入額となります。税収減によ

り７５％は交付税で補填されますが、２５％が減ってしまうといった

こと、あるいはもう一つは、逆に言いますと大体丹波篠山市の体力が、

０．４ぐらいがベースになっているので、この間高かったのは税収が

大きく増えた年が２年ほどありました。また、地方財政の中で、交付

税を見るときに、基本財政需要額の獲得をしていただいていることに

よって分母が大きくなります。地方財政の一般財源確保に国が努めて

いただいたということからもこの数字は少し下がっているのではと思

っています。 

渡辺座長    コロナによる経済低迷は気にはしなければならないですけれども、

特段、それを大変気にしなければならない状況になっているとまでは

とらえなくてもいいということでよろしいですか。 

行政経営部   今回の０．３９８という数字については、今おっしゃっていただい

たとおりだと思います。 

 

 

■監査委員・公平委員会・選挙管理委員会・固定資産評価審査委員会事務局 

日程第１ 議案第１４号 令和３年度丹波篠山市一般会計予算 

 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

足立委員    選挙管理委員会費について、明るい選挙推進イメ－ジキャラクター

「めいすいくん」のご当地キャラクターを作成されるとのことですが、

もう少し詳細の説明をお願いします。 

監査委員等事務局 ご当地「めいすいくん」作成事業ということで、来年度実施させ

ていただきたいと考えております。明るい選挙推進協会でめいすいく

んというキャラクターが定められています。全国各地でこのめいすい
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くんを基本として、そこの地域の特色あるものを追加するような形で

ご当地めいすいくんというものを作成されて、選挙啓発に活用されて

いるということがあるんですけれども、そちらの作成を丹波篠山市で

も出来ないかということで、一昨年ぐらいから検討を始めておったと

ころです。今回、この基本的なめいすいくんに丹波篠山らしいものを

何か追加する形で、丹波篠山市のご当地ということで、めいすいくん

作成にかかる募集を来年度させていただきたいと思っております。募

集させていただいて、応募された中からキャラクターを一つ選定させ

ていただいて、それを今後の選挙啓発に、例えば啓発グッズの何かに

ワンポイント印刷するような形で活用していきたいと考えておりま

す。予算の関係なんですけれども、あまりたくさん予算をかけるとい

うことは考えておりませんで、例えば着ぐるみを作るなど、そういう

ことは考えておりません。選定に係るイラスト採用者への副賞として

図書カード５，０００円分、コピー用紙代や参加賞としてボールペン

を作成したいと考えており、そのボールペン２００本、郵便代とコピ

ー代を予算計上しており、できるだけ費用を抑えて作成させていただ

き、今後の啓発に活用していきたいと思っております。 

足立委員    マスコットキャラの人形のキーホルダーをつくるという予算ではな

く、デザインの応募者に参加賞としてボールペンを配るということで

すか。また今後、そのキャラクターを選挙啓発に使うということは、

着ぐるみは別にして、ぬいぐるみをつくるということは将来的にある

んですか。 

監査委員等事務局 選挙啓発グッズとして、例えばティッシュやウエットティッシュ、

うちわなどを、選挙管理委員会で選挙のたびに作成してお配りをさせ

ていただいておりますので、そういったときに、ティッシュのワンポ

イントにつけるなどでの活用をまずは考えております。ぬいぐるみや

着ぐるみをつくるといったような、予算が大きくかかるようなものは

今考えておりません。これまでから作成しておった啓発グッズにイラ

ストとしてワンポイントつけたいと今のところは考えております。 

足立委員    令和３年は衆議院議員選挙や知事選挙が予定されています。７月の

知事選挙にはもう間に合って、丹波篠山のご当地めいすいくんのキャ

ラクターがあるとの理解でよろしいか。 

監査委員等事務局 来年度１年間でつくりたいと考えております。６月に明るい選挙

推進協議会の総会がありますので、こちらで皆さんの御意見を伺って

作成を進めていきたいと思っております。イラストの募集につきまし
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てもできるだけたくさんの応募をいただいた中から選定させていただ

くのがいいと思いますので、今、明るい選挙推進のポスターコンクー

ルを小中学校、高校に夏休みの期間を利用させていただいて募集をし

ています。そのポスターコンクールの募集期間に合わせて周知させて

いただいて、もちろん、応募いただけるのは市民や在勤在学されてい

る方を今のところは検討しておるんですけれども、できるだけたくさ

ん集めたいという思いもありまして、そういった小中高には、ポスタ

ーコンクールの期間とあわせて、今年度は明るい選挙推進協議会のめ

いすいくんの募集もあわせてお願いしていきたいと思っておりますの

で、どうしても夏休み明けまで応募期間を設けないといけません。そ

こから選定させていただくことになりますので、来年度の衆議院議員

選挙も含めまして、なかなかそこに啓発グッズとしてイラストを取り

入れていくのは難しいと思っております。実際の活用としては、再来

年度以降ということになろうかと思っております。 

安井委員    監査委員費について、今、コロナ禍の中、研修会などの旅費を計上

されていますけれども、実際、本年度は研修会などが出来たんでしょ

うか。 

監査委員等事務局 今年度につきましては書面での開催のみであり、リモート会議は

ありませんでした。支出としてはほぼゼロに近いようなところでござ

いました。来年度につきましては、４月開催の会議については、現在

のところ、検討中というところもあるんですが、以降の会議について

はできるだけ開催をしたいという中で、コロナの感染状況を見ながら

できるだけ開催をしたいと聞いております。ただし全国、近畿地区の

委員会になりますと、かなりの人が集うということになりますので、

リモート開催、あるいは書面会議となる可能性もあるところです。最

終的に旅費が必要なかったということになれば、速やかに減額補正を

してまいりたいと考えておるところです。 

隅田委員    衆議院議員総選挙費と県知事選挙費について、ポスター掲示板の金

額が違うのは、掲示板の大きさが違うのか、建てる数が違うのか。ま

た、公用車の燃料費も違いがあるんですが、ほとんど同じように思う

んですが、詳細について説明をお願いしたいと思います。 

監査委員等事務局 ポスター掲示場ですけれども、参考の見積りをとらせていただい

た中で計上しております。枠の数や箇所数は全く同じで見積もり依頼

はさせていただいているところでございます。衆議院議員選挙につき

ましては、解散総選挙も想定され、時期的なものがなかなか読みにく
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く急な発注となり、短期間で仕上げる必要があると考えますので、業

者さんはその辺りも考慮したような形での見積りになっていると思っ

ております。燃料費なんですけれども、啓発する際の公用車の距離な

ども少し考慮させていただくなど、若干差は設けておるんですけれど

も、選挙が違うからやることが違うのかと言われれば、そうではござ

いません。 

隅田委員    衆議院選挙と県知事選挙のポスター掲示板の見積もりをとられた業

者は、同じなんでしょうか。それとも別の業者だったんでしょうか。 

監査委員等事務局 今回知事選と衆院選のポスター掲示板場の見積りは同じ業者さん

にとらせていただいております。 

森本議長    前回の衆議院議員選挙のとき、台風が来て、倒木による停電で、当

日開票作業が出来なかったという記憶があるんですけれども、今回そ

ういった非常事態に対応する予算が計上されていないように見受ける

んですけれども、知事選挙もそういう対応を考えておく必要があると

思います。例えば、予備的な非常電源を確保するなども視野に入れて

いただいているのかどうか、確認をしておきたいと思います。 

監査委員等事務局 平成２９年の衆議院議員選挙におきましては、台風の影響により

まして、開票作業が翌日に繰り延べ開票になりました。そのときに起

こったのが停電ということでありました。それ以降、選挙管理委員会

としましても、停電による開票事務が繰り延べになるということにつ

いて、県あるいは国からの指導等もありまして、停電の際にも確実に

開票事務が執行できるように、発電機や投光器等を常備しまして、分

類機あるいは計数機等も使えるような体制をとっております。その経

費としましては約１０万円弱で、電気会社も常駐させ、停電の際にも

対応できる体制を平成２９年以降整えておるところでございます。 

渡辺座長    県知事選挙費について、庁用備品として投票所の環境対策かと思う

んですけれども、口県守と真南条中公民館のスロープの予算が上がっ

ているんですけれども、県からの委託金でこういう整備ができるとい

うのは、どういうルールになっているのか説明願います。 

監査委員等事務局 特別、環境整備にこれだけということではないんですけれども、

このスロープはあくまでも仮設のスロープでございまして、選挙のと

きだけ設置して、選挙にこられた方に不便がないようにするために仮

設のスロープの導入を考えております。 

渡辺座長    今投票所でいろいろとスロープがない投票所があったりするんです

けれども、全般的な検討もされている中で、今回、この２か所を知事
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選に合わせて整備しようというようなことなのか、全般的な投票所環

境改善についての考え方について説明をお願いします。 

監査委員等事務局 ５３の投票所に、選挙の当日職務代理者として職員が事務をする

んですけれども、その者を中心に、その投票所の環境で何か不足して

いるものはないか、特記事項はないかということで、毎回引継ぎ書を

提出いただいております。投票管理者さんにも確認しながら、引き継

ぎ書をつくってもらっているところではあるんですけれども、そうい

ったところにスロープがないと、選挙人の方が段差で苦労されている

という引継ぎがありましたら、その施設に私どもも行かせていただい

て、大変だと判断できれば、導入を検討していくということで順次行

っているところで、特にこれ以外のところで、導入したいけれども、

待ちが出ているところはないんですけれども、そういった御意見が出

てきたところから順に、導入を検討させていただいて、予算の要求を

させていただいているところです。 

渡辺座長    投票する人が問題なく投票出来ていたらいいんで、投票所全て同じ

環境ということではなく、投票者の状況も含めて判断は要ると思うん

ですけれども、ある程度こういう取り組みをされるんでしたら、選挙

管理委員会として、現場の人の意向だけではなく、１回状況を確認さ

れて把握されてもいいのではないかと思うんですけれども、そういっ

た計画はないのですか。 

監査委員等事務局 選挙当日なんですけれども、選挙管理委員会の委員４名が各投票

所を全て巡回されます。その際に、例えば段差や空調関係など、寒い

とき、暑いときの対策などを含めて確認していただく調査をしたこと

がございます。その結果、こういうところはスロープが必要だという

ことで対応してきたケースもあるんですが、地元からの要望などで、

さらにもう少し踏み込んで対応が必要だというところについては、こ

ちらも随時対応しておるところでございます。そういった対応をしな

がら、全般的な投票所の整備についても検討していきたいと思ってお

ります。 

安井委員    スロープは仮設ということですので、選挙が終わったら持って帰っ

て、また次の選挙のときにもってきて設置すると理解していいですか。 

監査委員等事務局 スロープにつきましては、記載台などのいろんな選挙物品とまと

めて、投票所で保管していただいているという状況です。 

安井委員    投票所で保管してもらうということは、選挙以外でも公民館で使お

うと思えば使えると理解していいんですか。 
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監査委員等事務局 スロープや記載台などの大きな備品関係については、各投票所で

保管をお願いしておるところですが、選挙時の備品ということを各自

治会には申し上げております。選挙備品ですので、普段お使いにはな

っていないと確認をしておるところです。 

隅田委員    期日前投票所なんですが、基本的に各支所と篠山口駅に開設されて

います。過去にはスーパーを検討するということでしたが、難しいと

いう話があったように思うんですが、ほかにも地域から期日前投票所

をふやしてほしいなどの要望があるのかないのか、説明をお願いした

いと思います。 

監査委員等事務局 期日前投票所をふやしてほしいという地域からの要望は、今のと

ころ受けておりません。現状の設置か所数ですが、本庁舎市民ロビー

と各支所、駅につきましては、夕方６時から８時の２時間設置をさせ

ていただいております。 

 

 

■企画総務部 

日程第１ 議案第１４号 令和３年度丹波篠山市一般会計予算 

 

秘書課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

安井委員    秘書費について、報償費なんですけれども、市の鳥制定記念品とし

てクリアファイル５，０００枚、缶バッジ４，０００個が計上されて

いますが、これは無償で配布されると思うんですけれども、どういう

方を対象に配布を考えておられるのか、お尋ねします。 

企画総務部   まず一番に市内の小中、特別支援学校の児童生徒に３，０００必要

になります。それ以外ですけれども、例えばクリアファイルにつきま

しては、自治会長会の総会などの会議で配るなどを考えております。 

安井委員    数が１，０００違うんですけれども、缶バッジも同じようにされる

ということでしょうか。 

企画総務部   缶バッジにつきましては、一般の方というよりもむしろ、もう少し

年齢の低い、幼稚園や保育園の園児などをイメージしております。 

安井委員    保育園、こども園、幼稚園の園児に優先して配布すると理解してよ
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ろしいか。 

企画総務部   数にも限りがありますので、調整しながらお配り出来たらと考えて

おります。 

渡辺座長    お花見市長室に係る予算が計上されていますが、去年に組まれた予

算だと思うんですけれども、コロナの影響もあったりするので、今の

ところどのようにお花見市長室の実施について考えられているのか御

説明願いたいと思います。 

企画総務部   今非常に悩んでいるところで実はまだ結論は出ておりません。緊急

事態宣言もそうですけれども、感染状況や市内の状況、あるいは県内

の状況などを見極めながら慎重に考えたいと考えております。 

渡辺座長    非常に開かれたというイメージはいいんですけれども、一方で市長

のリスク管理を問われかねない可能性もありますので、慎重な判断を

してもらえたらと思いますのでお願いします。 

安井委員    備品購入費の車両ですけれども、秘書課の公用車ということですが、

これは市長の送迎などにも使われると理解していいんでしょうか。 

企画総務部   市長公用車は別にありますので、秘書課の職員が使用する公用車で

す。 

安井委員    わかりました。先ほど１２００ＣＣの普通乗用車と言われましたけ

れども、軽自動車ではなく普通自動車を選ばれた理由は何でしょうか。 

企画総務部   軽自動車も非常に中も広くなって、よくなっておるんですけれども、

一つにはスペースの問題、例えば神戸に行ったり、人を乗せて少し長

距離の出張に行くといったところで、普通車のほうがいいという判断

をしております。車両価格も場合によっては軽自動車のほうが高いと

いうこともありますので、できるだけ安価なものを選んでおります。 

森本議長    脱原発をめざす首長会議費について、市長の思いもあって、参加し

ておられると思うんですけれども、参加団体及び、市長が積極的に声

かけや中心的活動をなされておるのか、会議にも参加しておられるの

か御説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   会議の参加につきましては、市長はなかなか行けていないのが状況

です。特に４月の入学シーズンに総会がありますので、できる限り誰

かが出席できるように、特に私が総会、あるいは勉強会に行けるとき

は行くようにしております。加盟ですが、現在１０４名の方が入って

おられます。全国３４都道府県１０４名です。 

渡辺座長    脱原発をめざす首長会議については、決算審査のときにも申し上げ

たと思いますが、やや政治色もある団体でありまして、会議名自体は
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首長会議という名前になっていますけれども、実質的にはその１００

何名のうち、ＯＢの方のメンバーが多くて、現職で市の予算を使って

入っているところはそう多くはないという認識を持っておりますの

で、これにつきましてはまた執行に当たって、十分、精査しながらし

てもらえたらと思います。 

安井委員    市長交際費として１００万円が計上されていますが、令和２年度は

コロナ禍で余り交際費が要らなかったかと思います。令和３年度もそ

んな急にコロナがなくなるとは思えないんですが、市長交際費を従来

と同じ金額で計上された理由をお聞かせください。 

企画総務部   コロナの状況も今後どうなるか本当に見えないところはあるんです

けれども、通常、総会ですとか、様々な会議、また市長の出張等の公

務が戻ってまいりますと、予算計上させていただいた金額をほぼ使う

必要が生じてまいりますので、来年度は通常に戻ることも踏まえまし

て、計上をさせていただいております。 

 

 

創造都市課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    ワクワク農村モデル事業について、具体的にどのような事業という

のか、考え方で進めていこうとされておるのか、もう少し詳しく説明

をお願いしたいと思います。 

企画総務部   ワクワク農村モデル事業につきましては、令和２年度の施政方針で

もこういったものについて検討していくということをお示しいたして

おると思います。検討委員会を設けまして、庁内の職員や有識者の方

に何人か集まっていただきまして、これまで７回ほどの検討会を実施

しました。その中には、市の施策を十分知っていただけていないので

はないか、あるいは集落やまちづくり協議会の取組が共有出来ていな

いのではないかという課題が出てきましたので、そういったものを一

定整理して、活躍されている人たちの横顔も紹介しながら、４月以降

の早いうちにそれを整理して、皆さんにこういう頑張っているところ

があるということをまず知っていただきたいというのが、１点目でご

ざいます。２点目は少子高齢化、あるいは担い手が不足するという昨
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今の自治会、あるいはまちづくり協議会の状況の中で、そういった資

料をもとにして、一緒になってこれからどういうことをやっていった

らワクワク農村、要は気持ちが高ぶるようなこれからの将来の地域づ

くりができるのかということを、将来的には全市展開をしていく必要

があるのではないかという問題意識のもとに、まずは来年度につきま

しては二つから三つぐらいのモデル地区を定めまして、そちらに市の

職員や専門家も入って、一緒に考えていく。そして考えていく中で、

そのまちづくりをしていく上での課題がどういうものなのかというこ

とも現実問題として洗い出していきたいと考えているところです。こ

れらをまとめる中で、全市展開がどういう形でするのがいいのか、あ

るいはそういう支援体制、組織づくりはどういう形がいいのかという

ことでありますとか、それが本当に全市展開できるのかどうかも含め

て検討しつつ、冊子としてまとめていきたいというのが来年度の事業

の考え方でございます。 

安井委員    モデル地区を２か所から３か所ぐらい定めるとの説明でしたが、今

大体のめどはお持ちなんですか。まだ全くこれからということなのか

説明をお願いします。 

企画総務部   モデル地区につきましては、現時点のところは全く白紙でございま

す。 

渡辺座長    今回、施政市方針でワクワク農村という言葉が出てきたんですけれ

ども、それについてどうとらえさせてもらったらいいのか、説明願い

たいと思います。これまでの創造農村と同じなのか違うのか、その辺

りの説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   まずワクワク農村と創造農村の関係でございます。現在明確にそこ

の整理ができているのかといえば、今後整理しなければならない部分

もあります。そのことを前提にですが、創造農村につきましては、少

し広めの地域になると考えております。都市、農村を取り巻く様々な

地域課題に対して、新しいイノベーションを興して、そのイノベーシ

ョンによって新しいまちづくりが展開できる、課題が解決できる、そ

ういうまち丹波篠山全体が単位になってくると思います。ワクワク農

村につきましては、そこに住む皆さんがまちづくりに参画していただ

いて、成功体験をしていただくことでそれぞれが主人公になってワク

ワクしていただくような、小さな単位を想定しております。 

森本議長    課長からお話がありましたし、委員からも何点かワクワク農村につ

いて質問がありました。その中で、モデル地区を２から３か所選定し
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て進めていくということですが、このモデル地区としては、下地が出

来ているところは、ある意味面白いというか、やりがいがあるかもし

れませんけれども、市内には本当に高齢化が進み、限界集落に近いよ

うな自治会もあります。そこでこのワクワク農村のモデル事業をやろ

うと思えばなかなか大変だと思うんですが、あえてそういったところ

へ飛び込んでいく。皆ある種諦めておられるところをワクワクさせる

ことが出来たら、市内の全地域がすばらしくワクワクできるようなま

ちになるんではないかと思うんですがいかがでしょうか。 

企画総務部   おっしゃっていただいたように、少し悩ましいところでありますが、

一定程度でき上がっているところに助走支援をして、テイクアップし

ていただくということは非常にある意味簡単だと思いますが、今おっ

しゃっていただいたように、全然そうでないところ、下地のないとこ

ろを持っていくことになると非常に本当に困難だと思います。私たち

の仕事の中でも、１のものを２にするのは簡単ですけれども、０のも

のを１にするというのはなかなか出来ないところがございますので、

非常に悩ましいところではあります。一方で、今回の場合はモデル事

業でございますから、単に合格点を取りに行ったらいいということで

はないのですけれども、一定程度そこで成果を設けていかないといけ

ないということもあろうかと思います。成功したところを見せること

も大事ですので、そういう意味では幾らか下地のあるところ、ないと

ころということも、モデル地区を選ばせていただくときの一つの指針

にしながら取り組んでいく必要があると、先ほどのお話で感じさせて

いただきました。これと合わせる形で、兵庫県で小規模集落に対して、

同じような取組をやっていかないといけないのではないかということ

が事業として予算化されて発表されているようでございます。そうい

った取組と合わせる形で、これから小規模な集落がどういうふうにあ

るべきなのか、また大きな集落はどうなのか、あるいは違う視点とし

て先ほど言われたような、もう既に出来そうなところ、出来ていない

ところ、そういったいろんなパターンを考えながら取り組んでいけた

らと考えております。 

隅田委員    チルドレンズミュージアム管理費について、館長が新年度から兵庫

教育大学の教授に就任されるということですが、館長業務は継続して

行えるスケジュールなんでしょうか。 

企画総務部   館長ですけれども、基本的には、現在指定管理をしております会社

から雇用されているという形になっておりまして、次の新たな指定管
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理者の雇用形態についても同じような形と聞いておりますので、スケ

ジュールや業務内容については、指定管理者さんのほうで、館長をそ

のまま引き続きやっていただくのか、そういったところについては指

定管理者さんのほうで考えられるということです。市が館長に任命し

ているということではないので、御理解をいただけたらと思います。 

安井委員    企業振興・誘致促進費について、犬飼・初田農工団地については、

まだ全然決まっておらず、誘致に努めるということなんですけれども、

何か具体策を考えておられるのか、聞かせていただきたいと思います。 

企画総務部   現状から申し上げますと、問合せをいただくような案件がございま

す。問い合わせをいただいたところについて、一緒に見学に行かせて

いただいたり、御相談に応じるなどの対応はとっておりますが、それ

以上のことについて、現状で新たな何か展開ができるかという状況で

はありません。現状といたしましては、篠山中央地区に２社来られて

おりますけれども、これにつきましても説明申し上げましたように、

現在造成ができるような状況に向けて許認可申請をなされているとこ

ろでございます。ただそういう許認可申請等につきましては、地元と

の協議や関係の監督官庁との調整が必要で、基本的には事業主さんが

行っていただくことにはなりますけれども、誘致をしている私どもの

立場としては、そういったことがスムーズに展開できるように、そこ

にまずは力を注いでいきたいと考えているところでございます。 

大上副座長   ふるさと丹波篠山に住もう帰ろう運動推進事業について、ＪＲ西日

本と連携したお試し滞在支援金の事業内容についてもう少し詳しく教

えてください。 

企画総務部   来年度実施予定のお試し滞在支援事業のＪＲ西日本さんとの連携に

つきましては、ＪＲさんが沿線の自治体との共同プロジェクトという

形で、来年度試行的に事業を進めるという形になっているのですが、

自治体が滞在に係る費用を支援し、ＪＲさんが通勤に係る費用を支援

するということになっております。自治体の滞在に係る支援というの

が、お試し滞在支援事業の補助金になっております。沿線で今のとこ

ろ、京都府の南丹市と当市で、来年度４月から開始する予定になって

おりまして、県内でもう２市ぐらいを今ＪＲさんが調整されていると

聞いております。ＪＲさんのプレス発表の関係もありまして、あまり

詳細が伝えられないということがありますけれども、今のところ沿線

市町と一緒に通勤圏を広げていくという目的でＪＲ西日本さんも一緒

にやっていこうという形で事業を進めております。 
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大上副座長   滞在する施設が、福住のわだ家さんとおちかた温泉の郷農園と何か

で見た気がするんですが、そこに滞在されて、例えば移住者の方との

交流事業など、どういった展開を考えられていますか。 

企画総務部   現在もお試し滞在支援金につきましては、１２月の補正予算で認め

ていただきまして、県の補助金を使って実施しておりますが、それに

つきましては県の補助対象が２施設までとなっておりましたので、お

ちかた温泉の郷農園さんと福住のわだ家さんとで実施しております。

来年度につきましては、県の補助金も活用しつつ、滞在できる施設を

拡大する予定にしておりまして、登録制にしようと思っているのです

が、お試し滞在の住宅として使ってほしいという申込みがあるような

空き家バンクの物件ですとか、短期型ということで、ゲストハウスに

宿泊される場合も、支援金の対象にするということで実施を考えてお

ります。補助金の対象となる方が市外の移住希望者ということと、暮

らし案内所の利用者登録をされている移住希望者となっておりますの

で、利用登録していただきますと、暮らし案内所から滞在の終わった

後も情報提供やアプローチをかけていくことが出来ますので、そうい

った形で実施しようと考えております。また、現在、福住のわだ家さ

んにつきましては、福の里農業小学校の事業で農業体験プログラムを

されていますので、ＪＲさんの御希望もありますけれども、そういっ

た地元の体験できるコンテンツを積極的に紹介していきたいと考えて

おりまして、来年度の暮らし案内所の広報活動が増えているのも、そ

ういったことを積極的にしていくということもあります。そういった

形で、こういった補助金を使って来られた方と地元が実施されている

交流事業をつなげていくということを考えております。 

大上副座長   立地条件によって環境面なども随分変わってくると思いますし、ま

た、先ほど言われた地元での体験も幅広くとったら、もっといろんな

ことに可能性があると思いますので、広くそういう施設の展開を今後

考えていただければいいと思います。 

原田委員    高等学校遠距離通学費補助金の件ですけれども、市外から通学され

ている方は対象外なんでしょうか。 

企画総務部   遠距離通学の補助金につきましては、市内在住で市内の高校に通っ

ていらっしゃる方が補助対象になっております。 

原田委員    はい、わかりました。 

足立委員    いつも特急券の助成は人気があるものだと思っていたんですけど

も、それがチケットレス特急券に変わっていくという説明だったと思
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うんですけれども、それになったときに補助はどういう形でするのか。

あるいはもうしなくても大丈夫なのか、説明をお願いします。 

企画総務部   特急券の回数助成につきましては、この３月からも後期分の申請を

いただきますけれども、約１８０人の方にこれまでから利用いただい

ておりました。もともとは特急を利用していただくことによって、特

に帰りの大阪発の電車が１８時台、１９時台、２０時台につきまして

は、時間当たり３本であるのが、特急を使うことによって４本に拡大

するということで、１５分間隔でほぼそれが動いておりますので、利

便性が向上するということから取り組んできたところです。最近の傾

向といたしましては、少し利用者数が減少傾向にあるというのも事実

でございまして、利用者が固定化してきているというのも課題ではな

いか感じております。この分科会でも以前、利用できる方が非常に特

定されるのではないかという課題も頂戴いたしておりました。そんな

中で、市民の皆さんから好評もいただいておりますし、メール等であ

りがたい制度だという声もいただいておりますので、できれば継続し

たいと思っておりますが、この前段の仕組みといたしまして、紙の回

数特急券がＪＲさんから発売をされて、それに助成させていただいて

いました。しかしながら、ＪＲさんの方針転換でチケットレス化にな

っていくということと、チケットレス化の恩恵で指定席でも自由席以

下の金額で乗れるということで、大阪から篠山口ですと、６００円程

度で特急に毎日乗れるということにもなっておりますので、そういっ

たことからいうと、一定のこれまでの取組の役目を終えていくという

ようなことを考えております。一方でこれでなくなってしまっていい

のかということもございますので、何らかの形で利用増進であります

とか通勤支援ができるような、ＪＲさん側からの提案もいただけない

かと声かけはさせていただいてるんですが、ＪＲさんもこの４月から

篠山口駅のみどりの窓口が券売機に変わるということでなかなか丹波

篠山市に特化したようなサービスメニューというのを用意出来ないと

いうこともございますので、これについては引き続き検討していきた

いと考えております。 

渡辺座長    定住促進重点地区の取扱いですが、これについても長年、その地区

にサービス的にお金を投入しているということがあります。これまで

は社会実験的な意味合いもあるということで理解もしてきましたが、

もう定着化してきており、これを継続していこうということであれば、

きっちり予算支出ができる根拠をつくってもらわないと、予算審査す
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るのはしんどいと思っています。具体的に言うと綾部市の水源の里条

例ということになるんですけれども、それについて、今年度も具体的

にその取組をするという説明がなかったんで、その辺りの整理はどう

考えておられるのか伺います。 

企画総務部   重点地区の条例化につきましては、以前からそういう課題を投げか

けていただいておりましたので、仕組みづくりという意味では非常に

大事な視点だと認識をいたしております。これにつきましては、地域

の中でどういう形でやっていくのかということも含めまして、内部で

検討し、整理をしていけたらと考えております。 

渡辺座長    定住促進重点地区については、予算審査でいつも悩むんですけれど

も、根拠なしでそこに重点的に予算をつけることにいつもなっている

んです。大きな流れを理解しているんですけれども、もし住民監査請

求が出てきた場合に、本当に今の状況で耐えられるのかということを

考えてもらわないといけないと思いますので、ぜひとも令和３年度中

には何とか考え方を整理してもらいたいと思いますのでお願いしま

す。 

森本議長    先日の神戸新聞に丹波篠山市に１００人移住という非常にうれしい

記事を書いていただきました。もう空き家がないということですが、

さらにそれを進めるとするならば、その空き家等の供給というか、洗

い出しが必要だと思います。そのためには、定住促進推進員さんや地

域の協力なしには進められないと思いますが、推進員さん、また地域

によっては温度差が本当にあると思います。それをプロ的なまでのレ

ベルアップというか、協力アップが大切だと思うんですが、どのよう

にして協力体制を整えていこうと思われておるのか、お伺いをしたい

と思います。 

企画総務部   市内１９地区のうち、８地区で定住促進員のリーダーさんをこれま

でに選出をいただいております。逆に言うと１１地区ではなかなかそ

こまでいってないということですから、今御指摘があったように、地

域の温度差というのはそういう形にもあらわれているのではないかと

思っております。先日、福住地区の自治会の定住促進員さんの会に出

席をさせていただいたのですが、そちらではリーダーとなっていただ

く方が、先導的に各定住促進推進員さんに空き家の情報の提供を求め

られたり、自治会の規約等の案内を集約してもらったら私のほうで頑

張ってやりますとおっしゃっていただいておりましたので、一つはそ

ういったところでモデル的な展開をしていただいて、そのことをほか
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のところにもお示しできるのではないかと思っております。なかなか

地元で空き家の提供以前の問題として、外から入って来ていただく人

たちを受入れていただけるのかどうかというコンセンサスが得られて

いるところもあればそうでないところもあります。そういう温度差も

ございますので、そういったところについても、今回モデル的にやろ

うとしていますワクワク農村のモデル事業で地域に入っていく中で、

実際に、そういう地域の中で人にどんどん来てきていただいて、どん

どんやっていこうという体制を組めるように、そういう認識をしてい

ただけるような丁寧な説明や意見交換をしながら職員も気持ちを変え

ていかないといけないし、地域の方々にも理解をしていただきながら

協力をお願いしたいと考えているところでございます。 

森本議長    ともに頑張りましょう。 

原田委員    次に丹波篠山ふるさと応援寄附金事業について、令和２年度は１億

７，５００万円となる見込みとのことですが、比べてみたいと思うん

ですけれども、丹波篠山市民の他市町へのふるさと納税の額がわかり

ましたらお願いします。 

企画総務部   令和元年度実績ですが、丹波篠山市民の方が他の自治体にふるさと

納税されている件数等は、７６５人で６５，６５５，２００円となっ

ております。 

原田委員    以前に部長から、市外から市役所に勤務されている方に対して、ふ

るさと納税について力を入れて個別に案内されたことがあると聞かせ

ていただいたことがあるんですが、もしその成果があればお伝えいた

だければと思います。 

企画総務部   確かにそういうふうに申し上げたことを覚えております。例年６月

ぐらいには新たなパンフレットが出来ますので、またそれを職員で市

外に住んでいる者に直接手渡しまして、協力を依頼したいと思ってお

ります。 

隅田委員    ふるさと納税なんですけど、丹波篠山市は１億５，０００万円前後

ぐらいでいつも続いているのではないかと思うんですが、何年か前に

はふやすために牛肉のレパートリーを随分ふやしたような記憶もある

んですけれど、春夏秋冬、どういう時期にどういうものが比較的多い

のか。また、近隣や総務省の指導にのっとった形で提供しておる中で、

当市が学べるものなど、どのような現状分析をされておるのでしょう

か。 

企画総務部   当市の場合は、ふるさと納税自体が１２月に年間の寄附の半分が入
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ってきます。９月ぐらいから黒枝豆の予約が始まりますので、９月か

ら１１月の間が１２月に次いで寄附が多いということになっておりま

す。１月から３月につきましては、ふるさと納税の制度上、どこも寄

附が少ない状況になっております。他市も見ますと旬のあるものにつ

きましては、その旬の時期に寄附がふえているという状況です。当市

の場合は、黒枝豆が多いということなので、秋口に寄附が多くなって

います。 

また他市から学べることですが、近隣ですと加東市さんや加西市さ

んで今年寄附が最大という報道もありましたけれども、生ものでない

返礼品、当市ですと枝豆ですけれども、例えばこれが加東市さんみた

いに８倍、１０倍と寄附を増やそうと思っても供給が追いつかないと

いうことがあります。また野菜などにつきましては生産に時間がかか

るので、こういった返礼品については少しずつふやしていくというこ

とでないと供給的に難しいと考えております。工業製品みたいなもの

があれば増産が早いですので、寄附のニーズには対応できるのではと

思っているのですけれども、当市の場合、エンドユーザーに渡すよう

な商品をつくっている会社がかなり少なくて、部品などそういったも

のがメインです。加工食品であればある程度増産にも対応できるので

はないかということで、今年は市内の食品製造販売会社などに入って

いただいたりしております。観光商品ですが、こちらは寄附単価が高

く、こちらに来ていただけるということもありますので、コロナが収

まってからにはなりますけども、そういったものについては今後、当

市の商品としてやっていければと考えております。熱海などの観光地

につきましては、観光商品が返礼品の寄附がかなり集まっていると聞

きますので、コロナが落ち着けばそういった展開ができるのではない

かと思っております。 

隅田委員    その食品製造販売会社で丹波篠山に特化した商品をつくってもらう

など、そういう話はされておるということでしょうか。 

企画総務部   食品製造販売会社と黒大豆卸小売業者とで共同開発された冷凍の黒

豆、そういうものを返戻品にも提供いただいています。 

隅田委員    例えば、市内の工芸家がつくった作品といいますか、物を返礼品に

すれば、この事業がさらに活性化するんではないかと思ったりします。

当市のふるさと納税は１億数千万というところにおりますので、例え

ばそれが３億円、４億円になるのにどういう品ぞろえをするのか。ま

たどういう時期にアピールしたらいいのか、そうした研究をされてお
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るとは思うんですが、よろしくお願いしたいと思います。 

渡辺座長    意見ということでお願いします。 

足立委員    ふるさと納税事務の委託先としてチョイスと楽天が挙がっていま

す。さとふるなどのＣＭをよく見るんですが、事務委託先として、当

市はチョイスと楽天だけでいいのか。さとふるなどを加える必要はな

いのか、お聞きします。 

企画総務部   当市は現在、楽天さんとふるさとチョイスさんを利用しております。

ふるなびやさとふるさんも業界で３位ぐらいになると思いますので検

討はしております。寄附窓口をふやすというのは寄附額をふやす一つ

の近道でもありますので検討はしておるのですけれども、その寄附の

受入れポータルのサービスがその二つのポータルサイトを使うとかぶ

ってきまして、経費的にロスが生じます。そのロスと寄附額がどれだ

け集まるかということに悩ましいところがあります。また総務省から、

経費は５割に収めなさいというのもありますので、ロスとどれだけ今

後増える見込みなのかを見ながら検討しているというのと、そのサイ

トを変えるという形になりますと、寄附管理システムを変える必要が

出てくる場合もありまして、そうなってくると、過去の寄附の整理が

かなり難しくなるというのもあるので、そういったシステム的な整理

がどれだけできるかということも含めて考えておるのですけれども、

それができれば窓口はふやしていきたいと考えております。 

足立委員    ふるさと納税によく利用されているサイトがあれば、多少リスクが

あっても変えていったほうがいいのではないかと思うんですけれど

も、どのサイトが他の自治体でよく利用されているのか、もしデータ

や情報があったらお伝えいただきたいと思います。 

企画総務部   私の印象にはなるのですけれども、やはり窓口が多いところのほう

が寄附は多いという傾向はあると思っております。ポータルサイトご

とに会員制になっておりますので、寄附者が基本的にかぶらないので、

窓口がふえればそれだけ寄附者がふえるということにはなりますの

で、寄附額が多いところは四つぐらい窓口として持っていらっしゃる

ところが多いです。自治体によって、どこの窓口の寄附が一番多いか、

それは様々なので、どこがいいのかはわからないところはあるのです

けれども、ただ、システムの困難さから窓口をやめたというところが

出てきておりますので、その辺は検討しながら進めていきたいと思っ

ております。 

足立委員    企画一般事務費について、フューチャーデザインワークショップな
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んですけれども、施政方針の中でも、「若者を取り巻く様々な問題を

考え、話し合うワークショップを新たに実施する」とありましたが、

ワークショップをやって何か成果物的なものが出てくるのか。それと

も参加者の方がいろいろ将来像について問題提起して終わるのか、こ

れをどういうふうにこれからの市政に反映しようとされているのか、

詳しく教えていただきたいと思います。 

企画総務部   フューチャーデザインワークショップにつきましては、若い方が市

のことを考える機会をつくりたいということがまずメインになってい

ます。活動を通して、自らが立ち上がって活動したり、啓発したりし

ていただきたいというのが一つありますし、また話合いの中で、こん

なことを市に言ったらいいのではないかといったことが出てきました

ら、市に対する政策的な提案なども考えられると思います。行き着く

先としましては、この２点を想定しております。 

足立委員    １年間同じメンバーでされると思いますが、例えば１期生といった

任期制で、毎年何かいろんなものが提案されるという解釈ではないの

ですか。どちらかというと今の市の事業の説明をして、それを若い方

が理解して、そこで将来にわたって今のままではいけませんと提案し

ていただけるようなものではないのですか。何か成果物として将来に

わたって続くようなまちづくりへのヒントとなるようなものを今の若

い世代の感性で言ってもらうものではないかと思っているんですが、

どういうふうに解釈したらいいですか。 

企画総務部   １年間を通して、１年目、２年目、３年目というように違う方に活

動に参加していただきたいことから、いろんな層をこの先つくってい

きたいと考えているのですけれども、おっしゃったように若い方の感

性、視点で持続可能なまちをつくるにはどうしたらいいのか、固定さ

れた観点ではなく、新しい観点で何か御意見を言っていただいたり、

その活動を通して言っていただきたいと考えています。毎年毎年、画

期的なものが出てくるかどうかはその活動によるかと思うのですけれ

ども、そのようなことを期待してこのような活動をしていきたいと考

えています。 

企画総務部   この事業を担当が考案した背景には、総合計画をつくる過程で市民

参加がまだまだ不足しているというか、従来ですとたくさんワークシ

ョップをしながら計画が出来てきていましたが、今回の総合計画では

そういったことが不足していましたので、そこが反省点の一つではな

いかということを委員さんからも御指摘をいただきました。特にその
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中でも、やはり若い方々の参画というのがこれからも非常に大事なの

で、こういう形のものが進められたらというのが事の発端でございま

す。加えて、例えばフューチャーデザインのワークショップに市の職

員も関わりを持っていく、あるいはコーディネートしたり、ファシリ

テートするような、そういう業務も若い職員のスキルアップにつなが

る機会にもなってきますので、そういった過程を通じて、市政への意

見を言っていただいたり、課題を持っていただくのとあわせて、自分

たちでどんなことができるのかという提案もしていただきながらやっ

ていきたいと考えております。ただ初年度ですので、最終的にどうい

う形になるかは未定ですけれども、できれば今の段階としては続けて

いけるような形をとりたいと考えています。以前のイメージでは合併

直後に１００人委員会やまちづくり委員会というのがございました。

そういったところで結婚相談室の前段のような活動もボランティア的

に行われてきたということもございますので、そういうまちづくりに

参画いただく人材をそこで養っていけるような、そういう取組にして

いきたいと考えております。 

足立委員    今年度からということですから期待もいたしますし、注視していき

たいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

渡辺座長    意見ですが、フューチャーデザインの話がありましたけれども、や

はり若い方の声を十分拾えていないと私も思っておりまして、それは

非常にいい取組であると思っています。ただ合併当時の１００人委員

会などのやり方というのも時代もたっていますし、ぜひともこれから

の時代に向けて、ＩＣＴを活用したような柔軟な会議運営にもチャレ

ンジしてもらえたらうれしいと思います。 

安井委員    公共交通対策事業費について、事業概要に「村雲地区など、公共交

通の空白地域のある地区での有償運送実現に向けて、引き続き働きか

けて支援します」とあります。現時点では村雲地区などの空白地域が

ありますが、新年度途中に有償運送が実現する可能性はあるのでしょ

うか。 

企画総務部   現時点ではまだ取組に向けての説明段階ということでございますの

で、いつからスタートするということは申し上げられないのですけれ

ども、特段４月１日からでないといけないというものでございません。

年度途中に地域公共交通会議で合意が図られれば、それに向けて車両

の確保や委託料について補正予算の提案も想定をしております。 

安井委員    旧多紀地区ですと三つの旧小学校区がありますけれども、その旧小
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学校区をまたいでの運行というのは、実現は難しいと考えていいんで

しょうか。 

企画総務部   小学校区をまたぐということに関して制約はありません。ただしそ

の間に公共交通がない状態であるという限定的な条件はございますけ

れども、例えば村雲から大芋へ行くのに、その間の時間帯でバスがな

いという場合でしたら、行っていただくことは可能になります。 

渡辺座長    予算はないが、市町村有償運送の実施に向け、村雲、福住地区での

検討と買い物、通院等を支援する社会実験の検討を予定しているとの

説明がありましたが、それについては、具体的に庁内の検討になるの

か、これまでの既存の枠組み、あるいは新しい枠組みでそういったこ

とを考えられていくのか。どういう体制で進められるのか、お伺いし

たいと思います。 

企画総務部   公共交通の社会実験につきましては、令和３年度にどこまでできる

か明確にはなっていませんが、公共交通の業務をしていく中で、買い

物や通院のための移動だけという考え方だけではなくて、移動販売な

ど、公共交通の枠にとらわれずに、サービス提供ができる暮らし方を

保障することが大事だという視点のもとに、市民協働課や健康課、商

工観光課などの庁内の関係部署で検討してまいりました。それを踏ま

えた形で、来年度につきましてはプロジェクト的な形で、どういうこ

とをしていくのか検討していきたいと考えております。その中で買い

物ということになりますと、必要に応じて商工会さんのご意見を聞い

たり、業者さんとの連携も具体的に関わってくる可能性もあると思っ

ていますが、いろんなところと調整しながら、例えば、一度移動販売

をやってみるとか、そういったことができるかどうか、来年度検討し

て、その結果に基づいて実施できればやってみたいというところでご

ざいます。 

渡辺座長    丹波篠山市農村イノベーションラボ管理費について、そういう明る

くふわふわしたようなことも必要だと思うんですけれども、逆に地に

足のついた取組も続けていく必要があります。これまで地域創生の中

でイノベーションラボと地域ラボを進めていくということをしていま

したが、今年その地域ラボの展開についてはかなりトーンがダウンし

たという感じを受けておるんですが、その地域ラボについて、令和３

年度はどう取り組んでいこうという認識なのか、具体的な取組があっ

たらお聞かせください。 

企画総務部   地域ラボのトーンが下がったという御指摘でございますが、これに
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つきまして、私どもとしてはこれまでからイノベーションラボの卒業

生に地域ラボを使っていただく。あるいは協力隊の皆さんに地域ラボ

を住む場所として御提供させていただきながら、イノベーションラボ

に通っていただくということに取り組んでまいりましたので、今ある

三つの施設につきましては継続的にやっていきたいという考え方でご

ざいます。トーンが下がるということでは考えておりません。これま

では地域創生交付金を活用して改修してきたということでございます

ので、そういう補助メニュー等を用いて公共施設となる地域ラボを新

たにふやしていくのか、違う展開をしていくのかということにつきま

しては、もう少し検討していきたいと思います。 

施政方針の中で神戸大学との連携事業やイノベーションラボの事

業、そして地域おこし協力隊の事業等につきまして、人材育成をどう

今後展開していくのがいいのかということを、組織のことも含めて検

討していかなければならないと書かせていただいておりますし、先ほ

どの予算の説明の中でも若干触れさせていただきました。現在、神戸

大学に頼り切りになっているところがございますので、市としても責

任を持って関われるような仕組みづくりを、令和３年度の早いうちに

検討していきたいと考えているところでございます。 

渡辺座長    市長の施政方針の中で、機構改革で市政戦略課（仮称）を設けると

ありましたけれど、これが今の創造都市課の中から分かれていくのか、

どのような体制になるのか、説明願えたらと思います。 

企画総務部   今回一般質問でも御質問を複数いただいておりますし、さらにこれ

までから座長からもターゲットを絞ったプロモーションなども御意見

をいただいておりましたが、基本的にはそういった外向けのプロモー

ション活動を充実させていこうというのが一つの考え方でございま

す。それぞれの部署でやるというよりも、外向けのプロモーションに

ついては、ここで一体的にブランド戦略の考え方も含めて取り組んで

いこうという思いで、課名はまだ確定ではありませんが、そういった

部署を新たに設置したいと考えております。 

渡辺座長    創造都市課の事業をいくらか市政戦略課に移すというような、そこ

で受け持つというものがあるのかと思って伺いましたが、いかがでし

ょうか。 

企画総務部   基本的にそういうことではなく、これまでいろいろ皆さんからも御

指摘をいただいていたプロモーションがなかなか外向けに十分、一体

で出来ていないということもありますので、その辺りをここでまとめ
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て、戦略的にプロモーションしていこうというのが主体にございます。 

 

 

総務課 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    電子計算費について、ＲＰＡの七つの業務において９割の時間が削

減という説明がありました。この七つの業務がどの分野にあたるのか、

説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   税務課所管の世帯外扶養所得調査及び償却資産受け付け入力、総務

課所管の業績評価シートのデータ集約、また夏季休暇の取得日数の集

計、年末調整にかかります保険料の控除申告書の集計、自己申告書の

集約、総務課に寄せられます陳情要望などの集約の７事業でございま

す。 

隅田委員    ９割の削減といいますと大きな改革だと思うんですが、例えば、特

定のところでも結構ですが、何時間が何時間でできるようになったな

どの具体的な数字をお願いしたいと思います。 

企画総務部   これまで実施しておりました事務が正確に何時間かかったというこ

とを記録しておりませんでしたので、おおよその削減時間ですけれど

も、それぞれ約数十時間の削減になっておりまして、７事業合計では

１６４時間というおおよその実績を出しています。 

隅田委員    令和２年度は七つの業務ということですが、令和３年度においては

さらなる業務への拡大は考えておられるでしょうか。 

企画総務部   今現在考えていますのは、八つの業務について導入を現在計画して

おります。テスト段階でございますが、おおむね八つのうち、六つぐ

らいは導入ができるのではないかというところでございます。 

安井委員    ドローン操作用スマートフォン通信料が計上されていますが、ドロ

ーンを消防署でも使われていると認識しています。ドローン関係の予

算は、消防署とは別に総務課が所有しているもののみ計上されている

のでしょうか。 

企画総務部   ドローンを消防本部で１台運用しておりますが、総務課で保有をし

ておりまして、それにかかります保険料等も総務課で計上しておりま

す。機器を貸しているという形をとっております。今回のスマートフ
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ォンの分については、総務課保有の別の機体に使用するためのスマー

トフォンの通信料でございます。 

安井委員    マイナンバー情報提供システム等事務委託交付金が計上されていま

すが、今我が市のマイナンバーの交付はどのような状況で、どのよう

に進めようとされているのかお尋ねします。 

企画総務部   令和３年１月３１日現在で、申請件数が１１，６０１件、交付済み

が８，９７９件で２１．７１％の交付率となっています。 

安井委員    一般管理費について、電話交換業務委託料に１，０００万円近くか

かっているんですけれども、これをＡＩなどに変えることは出来ない

んでしょうか。 

企画総務部   電話交換業務を機械化するということになりますと、ＡＩ等の導入

になろうかと思っております。昨年も御質問いただいたんですが、市

民の皆様方からの電話の中には、残念ながら市の施策等に御理解がい

ただけず、お叱りを受けるお電話もありまして、こうした内容を機械

化や自動音声化で対応すると、逆にお怒りを増幅してしまうところも

ございますので、ここについては少しためらいを思っておるところで

ございます。ただ、将来的には、簡易なお問合せに関しましては、パ

ソコン等から利用出来ますチャットボット等を確立して、電話ではな

くパソコンやスマートフォン等から問合せをいただく際には、こうい

った機械化が十分考えられると考えています。 

渡辺座長    電子計算費について、チャットボットも今後検討していかなければ

ならないということでしたが、全般的にデジタル化に向けて大きく動

いていく中で、令和３年度に少しでも取組を進めてもらえたらという

思いはあったんですが、具体的な事業の文言が出て来ていないのと、

予算もついていないということで、心配をしているわけでございます。

以前から話しています自治体ＬＩＮＥのこともありますし、何とか令

和３年度に半歩でも一歩でも進んでもらいたいという思いはあるんで

すけれども、予算資料をつくられて以降、具体的な検討が進んでいっ

て、令和３年度に半歩一歩進めるのかどうかということについてお伺

いします。 

企画総務部   予算としては見えていませんが、以前座長からも御提案をいただき

ましたＬＩＮＥにつきましては、既に自治体のラインアカウントを取

得させていただきまして、現在でも始められるようになっております。

しかしながら、皆様方に通知が無差別にいってしまうと、ときにはう

るさがれてすぐにブロックされてしまうケースもあるようでございま
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す。今検討しておりますのは、システム会社に一度委託いたしまして、

例えばそのラインの友達登録していただく方の志向性をセレクトいた

しまして、その方々に必要な情報だけが届くようなシステムという形

で委託料を上げていきたいと考えております。予算につきましては、

新型コロナの交付金に係る補正予算にチャレンジしております。また

チャットボットの件につきまして、現在文字データになっております

ＦＡＱ、よくある質問に対する回答でございますけれども、どうして

も職員の経験と頭の中にあるということで、なかなか文書になったも

のがないところでございまして、来年度以降、こうしたよくある質問

というのを各課において、一度整理をするような促しをさせていただ

いて、よくある質問に対する回答のベーシックなものができ上がりま

したら、それをチャットボットに発展させていきたい。それと同時に、

ラインでそれができるような形も考えていきたいと戦略を練っておる

ところでございます。 

渡辺座長    本市のホームページの情報量自身はあるかと思うんですけれども、

実際にはなかなかうまくアクセス出来ない状況になっていますので、

よくある質問みたいな形ということよりも、求める情報にたどりつけ

るようなチャットボットでしたらそう時間がかからずともできるので

はないかと思います。前向きに考えていただいていると思いますので、

令和３年度は少しでも進むように期待をしております。 

安井委員    文書広報費について、広報紙の印刷製本費が約８８０万円計上され

ているんですけれども、同じ税金を使うんだったら、市内の業者にし

てほしいという気持ちもあるんですが、現状と課題などがありました

ら教えてください。 

企画総務部   広報紙の入札につきましては、現在三田市の業者に印刷製本をお願

いしております。入札につきましては、現在市内業者も交えて、市内

から２社、そして三田市の業者、そして西脇市の業者の４社で入札さ

れていまして、今三田市の業者が落としているという現状です。課題

につきましては、市内の事業者さんにやっていただくことになるとす

れば、編集が終わってから印刷にかかる期間が、今の北星社よりも少

し日数がかかるというところがあるようには聞いております。 

隅田委員    職員研修費について、文化庁に１人派遣するとの説明がございまし

た。総務省でしたら理解できるんですが、文化庁に派遣される理由と

その研修の目標について説明をお願いしたいと思います。 

企画総務部   文化庁への派遣のきっかけは、商工観光課に文化庁から、日本遺産
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の関係で職員の派遣研修を行わないかという連絡がございまして、そ

れをきっかけに検討させていただいて、市長の了解をもらって１名派

遣するということになりました。また、文化財課におきましても、重

伝建の分野において、関係性もあることから、いい機会ではないかと

とらえたところでございます。派遣先の部署は、文化庁参事官付（文

化観光担当）となっております。いずれにいたしましても、目的は、

日本遺産をきっかけにした研鑽さんと人脈づくりを目標にしておりま

す。 

隅田委員    派遣期間は、１年でしょうか、２年でしょうか。 

企画総務部   現在は１年を予定しております。 

 

 

■議会事務局 

日程第１ 議案第１４号 令和３年度丹波篠山市一般会計予算 

 

【主な説明】 

当初予算説明資料に基づき説明 

 

【主な質疑】 

隅田委員    議会費について、今委員会の会議録の作成を支援するシステムが入

っていると思うんですが、本会議のテープ反訳料というものはそのシ

ステムを通さない。ただ、テープで録音したものを業者にお願いをし

て反訳をしていただくということでいいんでしょうか。 

議会事務局   これにつきましては本会議の反訳ということでございまして、委託

をしているということです。委員会については別ということになりま

す。 

隅田委員    職員が委員会の会議記録を起こしているシステムは、使えば使うほ

ど精度が上がってくるという認識でいいんでしょうか。それともなか

なか成長はしないという現状なんでしょうか。 

議会事務局   委員会の作成支援システムはＡＩを活用したシステムではありませ

んので、学習するところまでは行っていないと思います。 

大上副座長   議員研修会講師謝礼について、丹波市との合同研修会にかかる予算

ということでよろしいか。そうでしたら、令和３年度は開催の方向で

考えておられるのかお聞かせください。 

議会事務局   丹波市との合同の議員研修会にかかる講師謝礼でございます。令和
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２年度はコロナの関係で残念ながら出来ておりませんけれど、令和３

年度につきましては丹波市議会と調整して、できれば開催を予定した

いと考えております。 

大上副座長   その際の講師の選定にあたって、丹波市議会とはどのような協議を

されているのですか。 

議会事務局   丹波篠山市で開催する場合は、丹波篠山市の議員研修という位置づ

けで、丹波市さんに呼びかけるということになります。研修テーマ等

については、丹波篠山市の研修の方針の中で、議会運営委員会で決定

いただいているところです。 

 

 

■議員協議 

渡辺座長    議員間で議論・確認等をしておいた方がよいこと等があれば、発言

願う。 

― 意見等なし  ― 

― 市長等への質問等なし  ― 

 

 

■意向確認 

議案第１４号 令和３年度丹波篠山市一般会計予算 

― 修正・反対等の意見なし ―  

 

渡辺座長    この結果を含め、各委員との質疑、答弁の内容について、座長報告

を行いたい。報告については、座長に一任いただきたい。 

        また、本日の会議の記録については、事務局に調製させ、座長、副

座長において内容確認を行いたい。 

― 異議なし ― 

 

 

 

渡辺座長 散会宣告、散会 

 

 

 

 


